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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
百
七
十
七
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

三
九

一　

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

二　

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

　
　

契
約
で
定
め
る
基
本
費
用
の
額
並
び
に
契
約
で
算
定
し
た
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
を
合
算
す
る
。

三　

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
　

氏
名　

川　

野　

嘉　

久

　
　
　

住
所　

大
分
市
南
春
日
町
六
番
四
十
五
―
百
十
二
号

四　

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法

　
　

概
算
払
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
七
十
八
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
自
動
車
税
（
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
の

事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正　

一　

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

名　

称

所　

在　

地

委
託
の
内
容

地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
株

式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
四
丁
目
六
番

七
号

収
納
事
務
の
と
り
ま
と

め

国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー
ン
株

式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
一
番
一
号

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店

舗
に
お
け
る
収
納
事
務

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ

ス

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
十
七
号

〃

株
式
会
社
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西
五
丁
目

四
百
二
十
一
番
地

〃

株
式
会
社
セ
ブ
ン
―
イ
レ
ブ
ン
・

ジ
ャ
パ
ン

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

〃

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十
番
一
号

〃

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十
一
号

〃



平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

二

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地

六
百
六
十
五
番
地
の
一

〃

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地

一

〃

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番
二
号

〃

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
番
一
号

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の

電
子
機
器
に
よ
る
決
済

サ
ー
ビ
ス
収
納
事
務

二　

委
託
期
間　

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
七
十
九
号

　

大
分
県
統
計
条
例
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
条
例
第
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
分
県
新
規
学
卒
者

実
態
統
計
（
県
基
幹
統
計
第
八
号
）
を
作
成
す
る
た
め
、
平
成
三
十
一
年
度
大
分
県
新
規
学
卒
者
実
態
統
計

調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正

一　

調
査
の
目
的

　

　

県
内
の
新
規
学
卒
者
の
進
学
、
就
職
等
の
進
路
状
況
を
県
内
及
び
県
外
別
に
調
査
し
、
卒
業
者
の
流
動

状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二　

調
査
の
範
囲

　

　

県
内
に
あ
る
大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
門
課
程
を
有
す
る
専
修
学
校
及
び
高
等
学
校
の

平
成
三
十
年
度
間
の
卒
業
者

三　

調
査
事
項

　

１　

大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
有
す
る
専
修
学
校

　
　
　

進
学
者
数
並
び
に
就
職
先
の
地
域
別
及
び
産
業
別
の
就
職
者
数

　

２　

高
等
学
校

　
　
　

進
学
先
別
の
進
学
者
数
及
び
就
職
先
の
地
域
別
の
就
職
者
数

四　

調
査
の
期
日

　
　

二
千
十
九
年
五
月
一
日
現
在
に
よ
っ
て
行
う
。

五　

調
査
の
方
法

　
　

別
に
定
め
る
調
査
票
を
用
い
て
行
う
。

六　

そ
の
他

　
　

こ
の
調
査
は
、
大
分
県
統
計
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
基
幹
統
計
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
八
十
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
分
県
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正

一　

受
託
者
の
名
称
及
び
住
所

名　
　
　
　

　

称

住　
　
　
　

　

所

大
分
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会

大
分
市
舞
鶴
町
一
丁
目
四
番
一
五
号

二　

委
託
の
期
間

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
百
八
十
一
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正

一　

受
託
者
の
名
称
及
び
住
所

名　
　
　
　
　

称

　

住　
　
　
　
　
　
　

所　
　
　
　

大
分
県
森
林
組
合
連
合
会

西
高
森
林
組
合

東
国
東
郡
森
林
組
合

別
杵
速
見
森
林
組
合

お
お
い
た
森
林
組
合

臼
津
関
森
林
組
合

佐
伯
広
域
森
林
組
合

大
野
郡
森
林
組
合

大
分
市
大
字
古
国
府
字
内
山
一
三
三
七
番
地
の
二
○

豊
後
高
田
市
大
字
鼎
三
二
二
番
地

国
東
市
国
東
町
小
原
四
四
二
三
番
地
の
一

杵
築
市
山
香
町
大
字
内
河
野
二
七
八
八
番
地
の
六

由
布
市
庄
内
町
大
龍
一
七
一
一
番
地
の
一

臼
杵
市
板
知
屋
一
二
五
七
番
地
の
一

佐
伯
市
宇
目
大
字
南
田
原
二
八
三
番
地
の
二

豊
後
大
野
市
三
重
町
菅
生
一
二
三
番
地

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）



平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

三

竹
田
市
森
林
組
合

玖
珠
郡
森
林
組
合

日
田
市
森
林
組
合

日
田
郡
森
林
組
合

山
国
川
流
域
森
林
組
合

宇
佐
地
区
森
林
組
合

大
分
県
木
材
協
同
組
合
連
合
会

日
田
木
材
協
同
組
合

大
分
県
造
林
素
材
生
産
事
業
協
同
組
合

竹
田
市
大
字
飛
田
川
二
二
四
六
番
地
の
七

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
大
隈
一
一
九
九
番
地
の
一

日
田
市
大
字
庄
手
八
五
○
番
地
の
五

日
田
市
天
瀬
町
五
馬
市
三
○
○
番
地

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
柿
坂
一
三
八
番
地
の
一

宇
佐
市
安
心
院
町
田
ノ
口
二
五
○
番
地

大
分
市
王
子
港
町
一
番
一
七
号

日
田
市
大
字
東
有
田
字
新
山
二
七
七
六
番
地
の
六

大
分
市
弁
天
一
丁
目
一
番
二
三
号

二　

委
託
の
期
間

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
八
十
二
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正

一　

受
託
者
の
名
称
及
び
住
所

名　
　
　
　

　

称

住　
　
　
　

　

所

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

二　

委
託
の
期
間



平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
八
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

国
東
市
国
見
町
伊
美
字
下
大
亀
四
三
二
番
、
四
三
九
番
、
四
四
一
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
東

部
振
興
局
並
び
に
国
東
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
八
十
四
号

　

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、
通

行
す
る
車
両
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
最
大
二
十
五
ト
ン
で
あ
る
道
路
を
次

の
よ
う
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

指
定
す
る
期
日

一
般
国
道
二
一
二
号

中
津
市
大
字
犬
丸
字
北
又
二
三
二
五
番
三
三
か
ら

中
津
市
三
光
田
口
字
西
荒
田
七
三
二
番
二
ま
で

平
三
一
・　

四
・　

一

一
般
国
道
四
四
二
号

豊
後
大
野
市
朝
地
町
朝
地
字
寺
田
八
八
九
番
七
か
ら

竹
田
市
大
字
会
々
字
七
里
一
四
六
五
番
二
ま
で

県
道
竹
田
犬
飼
線

豊
後
大
野
市
朝
地
町
朝
地
字
寺
田
八
八
九
番
七
か
ら

豊
後
大
野
市
朝
地
町
下
野
字
姉
井
迫
八
〇
番
二
ま
で

県
道
中
津
港
線

中
津
市
大
字
定
留
字
六
反
田
五
六
二
番
一
か
ら

中
津
市
大
字
犬
丸
字
大
山
二
三
九
一
番
九
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
八
十
五
号

　

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
通
行

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）



平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

四

大
分
県
報
号
外
（
告
示
・
労
働
委
告
示
）

す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
併
せ
て
、
同
令

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト

ル
以
下
の
車
両
の
通
行
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正

一　

指
定
す
る
道
路
の
種
類
、
区
間
及
び
指
定
す
る
期
日

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

指
定
す
る
期
日

一
般
国
道
二
一
二
号

中
津
市
三
光
西
秣
字
市
郎
迫
二
二
七
三
番
三
か
ら

中
津
市
三
光
田
口
字
西
荒
田
七
三
二
番
二
ま
で

平
三
一
・　

四
・　

一

一
般
国
道
四
四
二
号

豊
後
大
野
市
朝
地
町
朝
地
字
寺
田
八
八
九
番
七
か
ら

竹
田
市
大
字
会
々
字
七
里
一
四
六
五
番
二
ま
で

県
道
竹
田
犬
飼
線

豊
後
大
野
市
朝
地
町
朝
地
字
寺
田
八
八
九
番
七
か
ら

豊
後
大
野
市
朝
地
町
下
野
字
姉
井
迫
八
〇
番
二
ま
で

二　

通
行
方
法

　
　

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、
次
の
通

　

行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

①　

走
行
位
置
の
指
定

　
　
　

ト
ン
ネ
ル
等
の
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積
載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す
お
そ

　
　

れ
が
あ
る
の
で
、
車
線
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接
す
る
施
設
等
に

　
　

出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み
出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空
障
害
物
に
接
触

　
　

し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。

　

②　

後
方
警
戒
措
置

　
　
　

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
寸
法
〇
・
二

　
　

三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦

　
　

寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色
の
板
等
に
黄
色
の
反
射
塗
装
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る

　
　

材
料
で
「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
げ
る
こ
と
。

　

③　

道
路
情
報
の
収
集

　
　
　

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
情
報
を

　
　

収
集
し
、
上
空
障
害
箇
所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
八
十
六
号

　

大
分
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

な
お
、
関
係
図
面
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
大
分
土
木
事
務
所
大
分
港
振
興
室
に
備
え
置
い

て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正　

　

六　

佐
賀
関
港
の
㈡　

概
要
の
表
中

「

四

野
積
場

三
六
九
・
三
〇
平
方

メ
ー
ト
ル

附
属
地

」
を

五

駐
車
場

一
、
二
三
七
・
一
八

平
方
メ
ー
ト
ル

「

四

野
積
場

一
〇
五
・
四
八
平
方

メ
ー
ト
ル

附
属
地

」
に
改
め
る
。

五

駐
車
場

一
、
八
五
九
・
三
三

平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
労
働
委
員
会
告
示

大
分
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

　

大
分
県
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
大
分
県
地
方
労
働

委
員
会
告
示
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長　
　

須　
　
　

賀　
　
　

陽　
　
　

二

　

第
二
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

　

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

五

大
分
県
報
号
外
（
労
働
委
告
示
・
公
告
）

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
公
　
　
　
　
　
告

　

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

調
理
師
試
験
を
実
施
す
る
。　

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正　

一　

試
験
の
期
日
及
び
場
所

　

１　

期
日　

平
成
三
十
一
年
十
月
十
二
日
（
土
曜
日
）

　
　
　
　
　
　
　

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

　

２　

場
所　

大
分
大
学　

旦
野
原
キ
ャ
ン
パ
ス

　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
大
字
旦
野
原
七
〇
〇

二　

受
験
資
格

　
　

次
の
学
歴
及
び
職
歴
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
者

　

１　

学
歴　

㈠　

中
学
校
卒
業
以
上
の
者　

　
　
　
　
　
　

㈡　

旧
制
国
民
学
校
高
等
科
の
修
了
者
、
旧
制
中
学
校
二
年
の
課
程
の
修
了
者
又
は
調
理
師

　
　
　
　
　
　
　



法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ

れ
ら
の
者
と
同
等
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

　

２　

職
歴　

調
理
師
法
施
行
規
則
第
四
条
に
定
め
る
左
記
施
設
で
二
年
以
上
調
理
業
務
に
従
事
し
た
者

　
　
　
　
　
　

㈠　

飲
食
店
営
業
（
旅
館
・
簡
易
宿
泊
所
を
含
む
。
）

　
　
　
　
　
　

㈡　

魚
介
類
販
売
業
（
販
売
の
み
は
除
く
。
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

㈢　

そ
う
ざ
い
製
造
業
（
煮
物
（
つ
く
だ
煮
を
含
む
。
）
・
焼
物
（
炒
め
物
を
含
む
。
）
・

揚
げ
物
・
蒸
し
物
・
酢
の
物
又
は
あ
え
物
を
製
造
す
る
営
業
）

　
　
　
　
　
　

㈣　

学
校
、
病
院
、
寮
等
の
給
食
施
設
（
継
続
し
て
一
回
二
十
食
以
上
又
は
一
日
五
十
食
以

上
調
理
し
て
い
る
施
設
）　
　

三　

試
験
科
目

　
　

公
衆
衛
生
学
、
食
品
学
、
栄
養
学
、
食
品
衛
生
学
、
調
理
理
論
、
食
文
化
概
論

四　

提
出
書
類

　

１　

受
験
申
請
書

□
共

通
□

固
有

□
個

人
識

別
符

号
等

（
個

人
番

号
を

除
く

。
）

□
個

人
番

号

□
氏

名
□

性
別

□
生

年
月

日
・

年
齢

□
住

所
□

電
話

番
号

□
本

籍
・

国
籍

□
そ

の
他

□
健

康
・

病
歴

（
□

※
健

康
診

断
等

の
結

果
□

※
医

師
等

に
よ

る
診

療
等

□
※
病

歴
□

そ
の

他
）

□
※
心

身
の

機
能

の
障

害
□

身
体

的
特

徴
□

そ
の

他

□
親

族
関

係
□

婚
姻

歴
□

家
庭

状
況

□
そ

の
他

□
職

業
・

職
歴

□
学

業
・

学
歴

□
資

格
□

賞
罰

□
成

績
・

評
価

□
※
犯

罪
に

よ
り

害
を

被
っ

た
事

実
□

※
刑

事
事

件
に

関
す

る
手

続

□
※
少

年
の

保
護

事
件

に
関

す
る

手
続

□
公

的
扶

助
□

そ
の

他

□
資

産
状

況
□

収
入

状
況

□
納

税
状

況
□

そ
の

他

□
※
思

想
・

信
条

□
※
信

教
□

社
会

的
差

別
の

原
因

と
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
個

人
情

報

（
□

※
人

種
□

※
社

会
的

身
分

□
※
犯

罪
の

経
歴

□
そ

の
他

（
　

　
）

収
集

制
限

に
係

る
個

人
情

報
の

収
集

の
根

拠

□
法

令
等

（
）

□
犯

罪
の

予
防

等
□

審
査

会
意

見

□
有

　
（

「
個

人
情

報
の

記
録

項
目

」
中

「
※

」
の

情
報

）
□

無

□
本

人
□

本
人

以
外

「
」

□
有

□
無

□
電

子
計

算
機

処
理

□
手

作
業

処
理

（
ワ

ー
プ

ロ
含

む
。

）

□
 
他

の
実

施
期

間
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

□
 
民

間
団

体
・

私
人

□
 
国

・
他

の
地

方
公

共
団

体
　

　
　

　
　

　
　

　
　

□
 
そ

の
他

 
（

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
　

　
 
）

□
 
他

の
実

施
期

間
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

□
 
民

間
団

体
・

私
人

□
 
国

・
他

の
地

方
公

共
団

体
　

　
　

　
　

　
　

　
　

□
 
そ

の
他

 
（

　
　

　
　

　
　

　
　

 
　

 
　

 
）

提
 
供

 
先

（
オ

ン
ラ

イ
ン

結
合

　
　

 
　

　
 
□

 
有

　
　

　
□

 
無

 
）

個
人

情
報

取
扱

事
務

登
録

簿

事
務

の
区

分

所
管

す
る

組
織

の
登

録
担

当
課

所
登

録
年

月
日

開
始

年
月

日

事
務

の
名

称

個
人

情
報

を

利
用

す
る

目
的

名
称

所
掌

課
所

対
象

者
の

範
囲

個
人

情
報

の

記
 
録

 
項

 
目

要
配

慮
個

人
情

報

基
本

的
事

項

心
身

の
状

況

大
分

県
個

人
情

報
保

護
条

例
第

４
条

第
１

項
の

収
集

制
限

に
係

る
個

人
情

報

経
常

的
な

提
供

の
有

無
及

び
提

供
先

本
人

以
外

の
区

分

備
考

処
 
理

 
形

 
態

外
部

委
託

の
有

無
□

有
　

　
　

　
　

　
 
□

 
無

収
集

先

家
庭

生
活

社
会

生
活

資
産

・
収

入

第
１
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）



平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

六

大
分
県
報
号
外
（
公
告
）

　

２　

受
験
票
・
写
真
台
帳

　

３　

受
験
手
数
料
の
領
収
証
書　

　

４　

受
験
票
送
付
用
封
筒

　

５　

卒
業
証
明
書　

　

６　

調
理
業
務
従
事
証
明
書

　

７　

印
鑑
登
録
証
明
書
（
該
当
者
の
み
）

　

８　

戸
籍
抄
本
等
（
該
当
者
の
み
）　

※
発
行
後
六
月
以
内
の
も
の
。

　

９　

国
籍
等
表
示
の
あ
る
住
民
票
（
外
国
籍
の
場
合
の
み
）

　
　
　

卒
業
証
明
書
と
そ
の
日
本
語
訳
（
外
国
の
学
校
で
九
年
以
上
の
課
程
を
卒
業
し
た
場
合
の
み
）

　
　
　

学
力
認
定
書
（
日
本
の
外
国
人
学
校
を
卒
業
し
た
場
合
及
び
外
国
に
お
け
る
学
校
教
育
が
九
年
未
満

　
　

の
課
程
を
卒
業
し
た
場
合
の
み
）

五　

受
験
手
続

　

　

受
験
に
必
要
な
書
類
を
、
平
成
三
十
一
年
五
月
十
三
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
七
日
（
金
曜
日
）

ま
で
の
期
間
に
、
左
記
提
出
先
に
「
簡
易
書
留
」
で
郵
送
す
る
こ
と
。

　
　

提
出
先　

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー　

調
理
師
試
験
担
当

　
　
　

住
所　

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
二
―
八
―
五
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
五
階

　
　
　

電
話
番
号　

（
〇
三
）
三
六
六
七
―
一
八
一
五　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六　

受
験
手
数
料
及
び
納
入
方
法

　

１　

受
験
手
数
料　

六
千
二
百
円

　

２　

納
入
方
法　

受
験
案
内
に
同
封
さ
れ
て
い
る
払
込
取
扱
票
に
よ
り
、
期
間
内
に
金
融
機
関
で
納
め
る

こ
と
。

七　

合
格
者
の
発
表

　
　

平
成
三
十
一
年
十
一
月
二
十
九
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時

　
　

県
庁
舎
本
館
一
階
県
政
展
示
ホ
ー
ル
及
び
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
二

　

階
掲
示
板
に
合
格
番
号
を
掲
示
し
、
合
格
者
に
は
合
格
証
書
を
郵
送
す
る
。

　

　

ま
た
、
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載
す

る
。

　
　

な
お
、
電
話
に
よ
る
合
否
の
確
認
及
び
回
答
は
行
わ
な
い
。

九　

試
験
及
び
試
験
結
果
の
開
示
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー　

調
理
師
試
験
担
当

　
　
　

住
所　

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
二
―
八
―
五
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
五
階

　
　
　

電
話
番
号　

（
〇
三
）
三
六
六
七
―
一
八
一
五　

（
平
日
九
時
か
ら
十
七
時
ま
で
。
）

　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

（
〇
三
）
三
六
六
七
―
一
八
六
八　
　
　

　
　

大
分
県
福
祉
保
健
部
健
康
づ
く
り
支
援
課
管
理
・
疾
病
対
策
班

　
　
　

住
所　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話
番
号　

（
〇
九
七
）
五
〇
六
―
二
六
六
三

　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

（
〇
九
七
）
五
〇
六
―
一
七
三
五
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